
林野火災予防を目的とした規制（案）に対する意見及び市の考え方 

 

１ 意見募集期間 
令和７年１２月１８日（木曜日）から令和８年１月１９日（月曜日）まで 

２ 意見の提出者数及び意見の件数 

提出者数     ３名 

意見の件数   １５件 
 

３ 意見の概要及び市の考え方 

該当箇所 意 見 の 概 要 市 の 考 え 方 

2 規制の概要

（案）  

(3)林野火災に

関する注意報

の新設 

(4) 林野火災

の予防を目的

とした火災に

関する警報の

新設 

3 発令基準等 

  

注意報・警報が発令された際、市

民が「今、制限がかかっている」

ことを即時に知るための具体的な

伝達手段を明記すべきです。 

 

伝達方法については、市ホームペ

ージへの掲載のほか、防災行政無

線、ＳＮＳ、メール配信等を検討

しており、林野火災注意報及び林

野火災警報の発令基準等を定める

消防本部告示において明記する予

定です。 

2 規制の概要

（案）  

(5) たき火の

明確化及び届

出対象期間・

区域の指定の

整備 

「たき火」の定義を明確にし、家

庭の庭での小規模な火の取り扱い

や、バーベキューコンロ等の使用

が制限・届出の対象に含まれるの

かを具体例を明示すべきです。 

 

「たき火」とは、消防法令上、「火

の持つ本来の効用を利用するが、

火を使用する設備器具を用いない

で、又はこれらの設備器具による

場合でもその本来の使用方法によ

らないで、火をたく形態一般」の

ことをいいます。 

今後、市ホームページ等で具体例

を掲載して広報いたします。 

2 規制の概要

（案） 

 (2) 屋内での

裸火の使用に

係る制限の見

直し 

制限を廃止した後の、屋内での安

全確保に関する普及啓発について

方針を示すべきです。 

 

廃止予定の規定は、条例制定当時

における、囲炉裏、暖炉等の使用

を想定したものですが、近年の自

動消火機能付きガステーブルやＩ

Ｈクッキングヒーター等の普及を

踏まえて見直すものです。 

ただし、屋外に火の粉が出るよう



な場合には、これまでどおり、

窓・出入口等を閉鎖するなどの対

応をお願いしてまいります 

3 発令基準等 発令基準だけでなく、「どのような

状態になれば解除されるのか」に

ついても規程またはガイドライ

ン、チェックポイントを設けるべ

きです。 

 

林野火災注意報又は林野火災警報

を発令した際、気象状況が発令基

準に該当しなくなった場合に速や

かに解除することを検討していま

す。 

この発令基準及び解除基準につい

ては、消防本部告示において定め

る予定です。 

2 規制の概要

（案）  

(5) たき火の

明確化及び届

出対象期間・

区域の指定の

整備 

「指定しない（＝市内全域が対

象）」とする場合、市街地（ビル街

や密集住宅地）においても、林野

火災を目的とした厳しい規制が一

律に適用されることになります。

地域の特性に応じた柔軟な運用を

検討すべきではないでしょうか。 

 

御指摘いただいた「指定しない予

定」の事項については、林野火災

注意報又は林野火災警報を発令し

た際の制限区域ではなく、「火災と

紛らわしい煙等を発するおそれの

ある行為等の届出」の対象となる

期間及び区域となります。 

「火災と紛らわしい煙等を発する

おそれのある行為等の届出」につ

いて対象となる期間及び区域を指

定した場合、指定した期間及び区

域以外は届出が不要となり、火災

と紛らわしい行為等を消防機関が

事前に把握することができなくな

ります。本市においては、山林地

域が少なく、林野火災よりも枯草

等の火災が多く発生していること

等を総合的に判断し、届出の対象

となる期間及び区域を指定しない

予定としています。 

林野火災注意報又は林野火災警報

の発令時における火の使用制限の

対象区域については、国の示す区

域指定の方法の例に基づき、森林

法第５条の規定による埼玉地域森

林計画の対象区域を指定すること



を検討しています。 

2 規制の概要

（案）  

(3)林野火災に

関する注意報

の新設 

(4) 林野火災

の予防を目的

とした火災に

関する警報の

新設 

 

その他 

キャンプ場や公園等でのレジャー

利用と、火災注意報発令時の「火

の使用制限」の運用ルールを、観

光・公園部門と消防部門で統一し

て周知すべきです。 

 

林野火災注意報及び林野火災警報

は、林野火災の予防上注意を要す

る気象状況や危険な気象状況にな

った際に火災予防を目的として発

令するものです。 

このことから、制度の開始につい

ては市民の皆様に御協力いただき

たいと考えています。 

今後、市ホームページ等で広報い

たします。 

また、御意見は関係課と情報共有

を行うとともに連携を図ってまい

ります。 

全体 

 

その他 

縦割り規則行政になることなく、

別途、熊谷市の緑の基本計画で

「保全」を推奨する民有林や樹林

地において、火災予防の観点から

の「適切な管理（下草刈り等）」が

義務や支援としてセットで語られ

るべきです。 

貴重な御意見として、関係課と情

報共有を図るとともに、今後の取

組の参考とさせていただきます。 

全体 

 

その他 

条例で火の使用を制限するだけで

なく、緑の基本計画側と共有、連

携することで「燃えにくい樹種の

選定」や「防火帯としての配置」

を具体化し、構造的に火災に強い

街づくりを進めるべきです。 

貴重な御意見として、関係課と情

報共有を図るとともに、今後の取

組の参考とさせていただきます。 

全体 

 

その他 

緑の基本計画で推進している『緑の

利活用（キャンプ等）』や『生物多様

性のための保全』が、今回の火災予

防条例改正による『厳しい規制』に

よって阻害されないよう、部局間で

連携した運用ガイドラインを作成

してください。特に、注意報発令時

に市民がどのような代替手段を取

れるのか、あるいは所有者がどのよ

うな管理をすれば火災リスクを下

林野火災注意報及び林野火災警報

は、林野火災の予防上、危険な場合

に火災予防を目的として発令され

ますので、御理解をいただきたいと

存じます。 

また、発令中の代替手段等につきま

しては、関係課と情報共有を図ると

ともに、今後の取組の参考とさせて

いただきます。 



げられるのか、具体的な『啓発と支

援』を緑の推進施策とセットで提示

することを望みます。 

3 発令基準等 対象区域の地図を事前に公開し、

更新ルール（いつ見直すか）も示

してほしい。 

林野火災注意報又は林野火災警報

の発令時における火の使用制限の

対象区域については、国の示す区

域指定の方法の例に基づき、森林

法第５条の規定による埼玉地域森

林計画の対象区域を指定すること

を検討しており、消防本部告示に

おいて定める予定です。 

この対象区域については、制度内

容と併せて市ホームページ等で広

報いたします。 

対象区域の見直し時期に関してル

ール化することは考えておりませ

んが、埼玉地域森林計画の更新な

ど必要に応じて見直しを検討して

まいります。 

3 発令基準等 

 

別規程を策定・改定する際も、事前

公表、理由の説明、改定履歴の公開

をルール化してほしい。 

発令基準については、2 規制の概

要（案） (3)林野火災に関する注

意報の新設及び(4) 林野火災の予

防を目的とした火災に関する警報

の新設に関する事項で記載してい

ます。これは、国の示した発令指

標の設定例に基づくものです。 

発令基準及び火の使用制限の対象

区域に関しては、消防本部告示にお

いて定める予定です。 

また、市ホームページの「熊谷市例

規集」に掲載されますので、そこか

ら改正履歴等を確認することがで

きます。 

2 規制の概要

（案）  

(5) たき火の

明確化及び届

熊谷の実態に合わせて、まずは繁忙

期（例：乾燥期）に限定し、効果検

証後に拡大を検討してはどうか。 

届出については、「火災と紛らわし

い煙又は火炎を発するおそれのあ

る行為」に「たき火」が含まれる

ことを明確化するもので、従来の



出対象期間・

区域の指定の

整備 

 

規制内容と変わるものではありま

せん。 

この届出は、火災と紛らわしい行

為等を消防機関が１年を通して事

前に把握することを目的としたも

のであり、本市においては、山林

地域が少なく、林野火災よりも枯

草等の火災が多く発生しているこ

と等を総合的に判断し、届出の対

象となる期間及び区域を指定しな

い予定としています。 

2 規制の概要

（案）  

(5) たき火の

明確化及び届

出対象期間・

区域の指定の

整備 

 

“やっていい焼却／ダメな焼却”の

具体例を Q&A で示し、代替手段（回

収、堆肥化、チップ化等）の案内も

同時に行ってほしい。 

野外焼却は、「廃棄物の処理及び清

掃に関する法律」及び「埼玉県生

活環境保全条例」において原則禁

止されており、公益や慣習上等の

理由により禁止行為から除外され

ている焼却も林野火災注意報及び

林野火災警報発令時の規制の対象

となります。 

バーベキューコンロ、七輪及びガ

ス器具等の火を使用する設備器具

の通常使用については、たき火と

しては規制の対象外となります

が、設備器具を用いた場合でも、

本来の使用方法によらない場合や

火の粉が飛散する場合等は規制の

対象となります。 

今後、市ホームページ等で広報い

たします。 

3 発令基準等 林野火災注意報及び林野火災警報

に関する発令基準及び対象区域を、

熊谷市火災予防条例とは別の規程

で定める予定とする理由をお伺い

したいです。 

条例は市の大きな基準や方針を定

めるもので、発令基準、対象期間及

び火の使用制限の対象区域等の具

体的事項や手順については消防本

部告示で定めることを予定してい

ます。 

発令基準については、2 規制の概

要（案） (3)林野火災に関する注



意報の新設及び(4) 林野火災の予

防を目的とした火災に関する警報

の新設に関する事項で記載してい

ます。これは、国の示した発令指

標の設定例に基づくものです。 

火の使用制限の対象区域について

は、国の示す区域指定の方法の例に

基づき、森林法第５条の規定による

埼玉地域森林計画の対象区域を指

定することを検討しています。 

2 規制の概要

（案）  

(5) たき火の

明確化及び届

出対象期間・

区域の指定の

整備 

たき火の届出対象期間及び区域

（予定）は、年間を通して市内全

域を対象とする予定と記載されて

いますが、たき火の申請が簡単に

できるのか、市民への周知徹底が

できるのかなどが不透明なまま通

年・市内全域に設定することは、

必要以上にルールが厳しくなり制

度の運営に悪影響を及ぼすのでは

ないでしょうか。 

たき火（火災と紛らわしい煙又は

火炎を発するおそれのある行為）

の届出について、届出の対象とな

る期間や区域を指定しない場合も

従来の規制内容と変わるものでは

ありません。 

この届出は、火災と紛らわしい行

為等を消防機関が１年を通して事

前に把握することを目的としたも

ので、本市においては、山林地域

が少なく、林野火災よりも枯草等

の火災が多く発生していること等

を総合的に判断し、届出の対象と

なる期間及び区域を指定しないこ

とを予定しています。 

届出については、書面による窓口

への提出のほか電子申請でも可能

です。今後、市ホームページ等で

制度内容と併せて広報いたしま

す。 

 


